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平成30年12月橋本市議会定例会会議録（第３号）その２ 

平成30年12月４日（火） 

      

（午前９時30分 開議） 

○議長（岡 弘悟君）おはようございます。 

 ただ今の出席議員数は20人で全員でありま

す。 

                     

○議長（岡 弘悟君）これより本日の会議を

開きます。 

                     

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（岡 弘悟君）これより日程に入り、

日程第１ 会議録署名議員の指名 を行いま

す。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第88条

の規定により、議長において15番 中本君、

16番 岡本君の２名を指名いたします。 

                     

○議長（岡 弘悟君）この際、市長より発言

の申し出がありますので、これを許します。 

 市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）皆さん、おはようござ

います。 

 まず、ご報告を申し上げます。当市がめざ

しておりました前畑秀子さんの朝ドラ誘致に

つきましては、残念ながらかないませんでし

た。朝ドラ誘致にご尽力いただきました市議

会議員の皆さま、実行委員会の皆さま、そし

て、各種関係団体の皆さんには心からお礼を

申し上げたいと思います。 

 今後につきましては、「いだてん」で取り上

げられるかどうか、まだどういう時期に取り

上げられるか不明確なものですから、実行委

員会につきましては、一旦、終わるというふ

うな形にさせていただいた中で、今後、前畑

秀子さん、そして、古川勝さん、岡潔さんも

今やってくれていますけども、名誉市民の皆

さんの顕彰をどうやっていくのか。あるいは、

中村智太郎君のパラリンピックに出場できる

までどういう支援をしていくのか等を考えて

いきたいというふうに思っておりまして、玄

関にあります看板も、名誉市民の看板に書き

かえようかなというふうに思っています。 

 石碑、きのう、土曜日ですか、毎日放送の

「スポーツ内閣」という番組が来て取材を受

けたんですけども、なかなか遠くから見にく

いもんですから、逆に、あの看板の使い方を

考えたときに、やっぱり名誉市民の顕彰とい

うことで３人の顕彰をするような看板に変え

ていきたいなというふうに思っています。 

 今月中に実行委員会の役員会を開かせてい

ただいて、また実行委員会も開かせていただ

いて、今後のあり方についてどういうふうに

進めていくかという検討をこれから始めてい

きたいと思いますし、観光振興につながる部

分があるのであれば、行政として何を準備す

るのかというのも検討していきたいというふ

うに思っています。 

 残念な結果になりましたけども、市民の皆

さん、市議会の皆さん、そして、関係各位に

本当にご尽力をいただきました。改めて感謝

を申し上げたいと思います。また、岐阜市、

名古屋市についても、年明けましたらお礼に

行ってきたいというふうに思っておりますの

で、また引き続き、今後はもっともっと名誉

市民の皆さんの顕彰もしていくということも

大事なことでありますので、そういう方向性

を持って取り組んでまいりますので、よろし

くご協力をお願い申し上げます。 

                     

 日程第２ 一般質問 
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○議長（岡 弘悟君）日程第２ 一般質問 を

行います。 

 順番８番、11番 田中君。 

〔11番（田中博晃君）登壇〕 

○11番（田中博晃君）おはようございます。 

 ２日目トップバッターです。ほんまはきの

うしたかったんですよ。実は、きのう誕生日

やって。そうやったら、答弁ひょっとしたら

ええのが返ってくるんかなとも淡い期待もし

ておったんですけれども、えびすさんでも残

りえびすみたいにあるんで、きょうも答弁の

ほうよろしくお願いいたします。 

 それでは、通告に従いまして一般質問を行

います。 

 まず、一項目め。橋本市の資産である水の

有効活用について。 

 給水人口の減少や節水意識の向上により、

橋本市の持つ水利権を大きく下回っている。

今後もそのような状態が続くと予想される中、

橋本市民の財産である水という資産を有効活

用し、市民に還元しなければならないと考え

る。 

 あやの台北部用地の開発に伴い、水を利用

したい企業からの問い合わせがあった場合、

例えば、「月間の使用水量がこれ以上ならこの

金額」や「この流量まではこの金額、それを

超えた場合には大きく値下げします」などの

ルールづくりが早急に必要と考える。 

 余剰な水を生かすことで、将来予想される

上水道料金の値上げ幅を少しでも抑えること

ができればと考え、以下の質問を行う。 

 １、昨年の質問以降の進捗について、工業

用水の可能性も含め問う。 

 ２、上記のルールづくりのようなことを考

えているのか。 

 ３、橋本市の資産である水の有効活用につ

いて、市全体でどのように取り組むのか。 

 二つ目です。滞納整理について。 

 前回の一般質問の答弁で、「債権回収対策室

廃止後は業務を引き継ぐ部署あるいは係を置

く」、「平成31年４月を目標に悪質な滞納者か

らの遅延損害金等を徴収するための利率等の

ルールづくりをする」など、来年度以降の一

定の方向性が示された。 

 しかし、来年度以降も原則は担当課主体で

債権整理を行う必要があり、廃室までに指導

等を行う必要があることから、以下の質問を

行う。 

 １、廃室までに担当課へどのような指導を

行うのか。その内容は担当課で十分にこなせ

る内容なのか。 

 ２、学校給食料金の滞納整理について、新

センターでどのように対応しているのか。 

 ３、一定の要件を満たした場合、納税課へ

の移管と聞いているが、その一定要件を具体

的に。 

 ４、平成32年４月１日より改正民法が施行

される。改正民法においては、定型約款に関

する規律、瑕疵担保責任の廃止・契約不適合

性の重視、消滅時効制度の見直し、法定利率

の見直し、保証制度の見直しなど改正が含ま

れているが、平成31年４月目標のルールづく

りとの整合性について問います。 

 以上、明確な答弁をよろしくお願いいたし

ます。 

○議長（岡 弘悟君）11番 田中君の質問項

目１、橋本市の資産である水の有効活用に対

する答弁を求めます。 

 上下水道部長。 

〔上下水道部長（山口孝次君）登壇〕 

○上下水道部長（山口孝次君）おはようござ

います。 

 橋本市の資産である水の有効活用について

お答えします。 

 まず、一点目の昨年の質問以降の進捗につ

いては、国や他事業体の状況について調査す
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るとともに、関連部署とも協議しながら、大

口需要者に対して地域を限定した工場用とし

ての工業用水道事業の可能性について検討し

てまいりました。 

 工業用水道事業の立ち上げにおいては、あ

やの台北部用地地域に限定することを考えて、

一定水準以上の使用者であること、人件費等

コストを賄う収入があること、特区を指定し

工業用水道事業の使用者として恒久的に扱う

ことの対応などの条件があり、これらを満た

すことで工業用水道事業の立ち上げは可能で

す。 

 しかしながら、本市では地形的に高低差が

あるため、施設整備については、ポンプ圧送

するための機械設備とその動力費等もかかる

ため、他の工業用水道事業者と比較して、企

業にとって魅力的な料金を設定できる可能性

はあまり高くないと考えられます。 

 また、必要な管路口径やポンプ施設等の規

模については未確定であるため、現段階では

施設整備についての計画ができない状況です。 

 次に、二点目のルールづくりですが、現在、

水道事業にとっては、水需要は減少傾向が続

いており、水を大量に使ってくれる企業が進

出してくれれば、収入増になると考えていま

す。 

 そのため、工業用水道事業として新たに事

業を立ち上げたときと水道事業での大口使用

者とした場合とを比較して、どちらが市とし

てメリットが大きいか、さらに検証した上で、

供給可能な水量の範囲内で、関連部署とも情

報共有を図りながら、今後も企業誘致に対応

する方向で考えていきます。 

 次に、三点目の水の有効活用について、市

全体での取り組みについてですが、給水人口

の減少が今後も続くと予測されるため、本市

においては、水需要の増大により収益増につ

なげていけるように広域連携やその他の可能

性を研究していく必要があると考えています。 

○議長（岡 弘悟君）11番 田中君、再質問

ありますか。 

 11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）答弁ありがとうござい

ます。私、この水関係の一般質問は３回目で、

過去２回とも工業用水の可能性というんかな、

要は、今ある水をどないかして現金にかえて

いって、それが少しでも市民に還元できれば

という趣旨でこの質問をしておりますし、ど

うしても近い将来、値上げという話が出てき

ている中で、市もやっぱり水という資産を売

っていったら、もしかしたらその値上げ幅を、

たとえ零点何ぼかもわからんけれども圧縮で

きるんじゃないか。その可能性を探りたいと

思ってこの質問をしております。 

 そこで、一つ目、再質問させていただくん

ですけれども、昨年の９月議会の答弁で収益

確保のためには工水は必要やと。関係部署と

連携し調査研究をしていくという答弁をいた

だいております。今回の質問も、私はあやの

台北部用地に限定しておるんですけれども、

上水は必ず上に送らなければならない。答弁

も一部、既存の施設関係もあったんですけれ

ども、例えば、既存の設備に手を加えること

なく、今の上水の供給能力の範囲内やったら、

施設設備そのものについては大きな負担はか

からないと私は考えております。上水を送る

のにポンプ圧送と、ポンプ変えらんなんかも

しれないんですけれども、それはするしない

関係なしに上水でせなあかんとこなんですけ

れども、その負担の部分、そこは橋本市は、

私は大きな負担はないとは思っておるんです。

あくまで今の範囲内ならですけれども、その

あたりはどのようにお考えですか。 

○議長（岡 弘悟君）上下水道部長。 

○上下水道部長（山口孝次君）おただしにお

答えいたします。議員おただしのとおり、今
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の水道の能力の範囲内なら、工業用水道事業

においても、施設設備については大きな負担

にはならないというふうに考えてございます。 

○議長（岡 弘悟君）11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）ありがとうございます。

先ほど答弁いただいた中で、今後は工水なん

か大口なんかというような話もありました。

そこでちょっとお伺いしたいのが、大口の定

義ですね。数字のほうは別として、大口利用

の定義そのものは内部で調整等はできておる

のかどうか。それは水道だけかもしれないん

ですけれども、そのあたりについてはいかが

でしょうか。 

○議長（岡 弘悟君）上下水道部長。 

○上下水道部長（山口孝次君）水道として、

供給能力や事業にとって利益の出る水準を考

慮して、内部では大口の定義についても考え

ておるところでございます。 

○議長（岡 弘悟君）11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）ありがとうございます。

内部で考えていただいておって、するせえへ

ん、できるできないは別として、そのあたり

もきっちりと企業誘致なり、もしかしたら、

これは市全体の話になるので、政策部局とい

うんですかね、そのあたりともやっぱり話は

詰めていっていただきたいというふうに考え

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、その中で大口の話を今させてもらっ

ているんですけれども、大口となった場合は

工業用水と違って、給水条例の一部を変える

んか、新たに規則を設けるんかとはわからな

いですけれども、もしかしたら市内全域も対

象になってくるのかなという気もします。た

だ、もちろん、地域限定という話もこれから

のことにはなるかもしれないんですけれども、

先ほどの答弁やったら、ちょっとどっちかわ

からなかったんで、そのあたりは担当課とし

てどのようにお考えですか。 

○議長（岡 弘悟君）上下水道部長。 

○上下水道部長（山口孝次君）水道事業にお

いては供給能力において、対応可能という前

提がありますが、給水条例の改正により大口

使用者への対応する場合には、市内全域の事

業者が対応となる可能性はございます。 

 以上です。 

○議長（岡 弘悟君）11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）これはこれからの話で

すし、もしかしたら、その地域限定という話

も出てくるかもしれないし、実際、今の企業

誘致のところについては報償金とかもある中

でも、そこは地域限定になっておりますので、

そのあたりまたきっちりと、あまり時間はな

いのですけども、詰めていっていただきたい

というふうに考えておりますので、よろしく

お願いいたします。 

 次、聞きたいのは、今の水利権の話なんで

すけれども、今、橋本市、0.35ｔ県と交換し

てもらっての水利権を持っています。将来、

高野口へのつなぎ込みというのもあるんです

けれども、そのつなぎ込みを勘案しても、今

の上水道の能力、今の回し方でいっても、１

日当たり約5,000ｔの水については余力があ

るというふうに思います。そのうち、緊急用

に1,000とか2,000とか置いとかなあかんかも

しれへんのですけれども、要は、今でも2,000

から3,000の余力はあるんちゃうんかなと、現

状の回し方でも。それはそこ、そんな考え方

で合っていますかね。 

○議長（岡 弘悟君）上下水道部長。 

○上下水道部長（山口孝次君）議員おただし

のとおり、上水道の水をつくる能力につきま

しては、最大能力までの余力分を確保して、

残りは現状１日当たり2,000から3,000㎥ある

ということでございます。 

○議長（岡 弘悟君）11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）ということは、そんだ
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けの水が、もしかしたら売れるかもしれない。

現金に変わる可能性がある。現金にもし変わ

れば、市民の皆さんに還元できる可能性もあ

る水、余力ですね。これをいかに売っていく

か。売るというか、売れたらいいなという、

今の段階では。売る手段を考えてほしいとい

うこの全体の質問なんですけれども、ここで

ちょっと経済部のほうにお伺いしたいんです

けれども、今、アセスも終わった中で、今後、

あやの台北部用地については、今も営業はさ

れているかと思うんですけれども、恐らく近

い将来、本格的な営業をしていって、区画で

あったり、造成と並行してやっていくのかな

というふうに考えておるんですけれども、そ

の営業は大体いつぐらいの時期をめどに、現

状も動かれているのは知っておるんですけれ

ども、そのあたりはいかがでしょうか。 

○議長（岡 弘悟君）経済推進部長。 

○経済推進部長（笠原英治君）今年度中に環

境影響調査評価の報告会を全て完了して、来

年度に向けて法的な事務手続きを行い、来年

度の終わりごろからいよいよ本格的な工事、

2022年度までに工事は完成したいというふう

に考えております。非常に既に問い合わせ等

があって、北部用地に関して興味を持ってい

ただいておる企業さんも実はたくさんありま

す。そういう状況の中で、できるだけ投資し

た額を早い時期に私のところも回収したいと

いうふうに考えておりますので、来年度早々

から本格的に営業を実施していきたいという

ふうには考えております。 

○議長（岡 弘悟君）11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）来年度早々、年度変わ

って４月以降には本格的に動かれるという答

弁を今いただきました。過去にも企業からと

いうかな、進出したい企業、実際進出、今、

していきている企業の中でも、水という話は

あったというふうに企業誘致のほうで教えて

もらっています。中には、１日当たり1,000

ｔ使いたいんやとか、1,700ｔ使いたいんやと

いう話もあったというふうには聞いています。

もちろん、それには下水道の問題等もあって、

話はうまくまとまらなかった。実際、そのと

きは対応できなかったのかもしれないんです

けれども、話があって、今も現状でもさまざ

まな水については話が来ているというふうに

は聞いております。 

 先ほどの水道のほうの答弁の中で、関連部

署と今まで協議いろいろしてきたというふう

には聞いておるんですけれども、今の段階で、

今までどんな話をされてきたんかなって。で

きるできれへんは別としてきっちりそのあた

りも詰めておかないと、片や来年の４月ぐら

いには営業するというお話も出てきておる中

で、どういうふうな話し合いをされてきたの

か、そこは言える範囲で結構ですので、教え

ていただければと思います。 

○議長（岡 弘悟君）上下水道部長。 

○上下水道部長（山口孝次君）お答えいたし

ます。双方の立場から考えたときの工業用水

事業を立ち上げる条件についての考え方や現

状の水道の供給能力において進出企業の想定

される使用水量に対応する料金体系、料金設

定などについて協議を行ってございます。 

 料金設定など、今後も協議していく必要は

ありますが、双方とも企業が進出してくれる

ことによってメリットを見出しております。

市全体のためにもさらに注力していく必要が

あるというふうな認識で協議をしてございま

す。 

 以上です。 

○議長（岡 弘悟君）11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）最初の答弁の中で、水

道としては魅力的な料金設定できるかどうか

というようなそういう不安もあるんやという

お話もいただきました。ただ、もしかしたら、
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もっともっとトータルで全市的に見たら、料

金だけじゃない部分、補助金とかもあるので、

もしかしたらメリットがあるかもしれないと

思います。 

 ちょっとここで画像を出したいので、事務

局、お願いします。 

 これも近隣他市の工業用水の条例の一部で

す。値段的な部分だけなんですけれども、確

かに工業用水というのは過去10円、20円とい

うところが圧倒的に多かったです。ただ、そ

のあたりについてももう建てる場所がないと

かというのも聞いている中で、これは和歌山

県内の近隣他市なんですけれども、この市で

は１㎥当たり83円という値段設定をしており

ます。これは紹介までなんですけれども、ち

ょっとこれを使いたかっただけなんですけど、

ありがとうございます。 

 ということで、値段的には、もしかしたら、

トータルで考えたら太刀打ちできるかもしれ

ない。でも、これは水道だけで考えられない

部分もあるというのを理解しています。 

 次、もう一個、再質問したいんですけれど

も、経済部、企業誘致のほうが来年４月から

本格的に動いていくんやという意気込みを聞

かせていただいた中で、ということは、さま

ざまなルールというんですかね、そういう協

議をもっともっと詰めていって、ある程度の

一定の方向性、するせえへん、来る来えへん

というのはまた置いといて、でも、少なくと

も、こうやったらもしかしたら、この水を現

金にかえられるんじゃないかという、もしか

したらあるかもしれないんですけれども、そ

の方向性、対応する方向を考える時期のめど

というんかな、今からも詰めていっていただ

けるとは思っておるんですけれども、そのあ

たりについてはいかがでしょうか。 

○議長（岡 弘悟君）上下水道部長。 

○上下水道部長（山口孝次君）水道といたし

ましても企業誘致活動に合わせて、関連部署

とも連携を図りながら、並行して対応してい

きたいというふうに考えてございます。 

○議長（岡 弘悟君）11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）ほんまに来る来えへん

というのじゃなくて、話し合いだけは担当課

同士できっちり詰めていってもらわないと、

もしそういう話が本当に来たときに、まだル

ールも何もないねんって。もっと言えば、前

のときにもこういう1,000ｔ、1,700ｔという

話があって、そこからここまでかなりの年数

がたっておるんですけれども、そこについて

大口利用のルールすら今現状できていない。

これが一番の問題だというふうに考えます。 

 先ほども申しましたとおり、今の0.35ｔの

水の量でも１日当たり約5,000ｔ、予備を抜い

ても2,000から3,000は利用できる能力を持っ

ておりますので、そこについては売れたらそ

の分、市民のためになる。もちろん売るため

にさらなる設備投資とかという話になったら、

これはまた本末転倒になってきますし、あく

まで今の条件の範囲内ということには限定さ

れますし、地域についても私はある程度限定

すべきだという考えなんですけれども、その

あたりも含めて話のほうはきっちりとしてい

っていただきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 次に、最初の答弁の中で、国のほうとか、

県とか実際、広域でという話も出ています。

きのう、市長もお話しされておりましたけど

も、私もこの地域での広域化って実際無理や

ろうというふうに考えています。もし仮に、

近隣市町につなぎ込みをしたとしても、じゃ

あ、つなぎ込む費用を誰が持つとか、橋本市

が水を売りたいんやったら、そっちで費用を

ある程度持てやという話ももちろん出てくる

かもわからんし、ましてや、今の橋本市の料

金と、近隣町の料金を考えたら、あまりにも
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違い過ぎるので、そういったところで私は国、

県が言うような広域化というのはどうなんか

なというふうに考えておるほうなんですけれ

ども、その部分でも、さまざまな調査研究を

現在されているというようなことやったんで

すけれども、そのあたりについても今、どう

いうふうな方向性を探られているんかなとい

うのが一番気になるんですけれども、そのあ

たりについてはいかがですか。 

○議長（岡 弘悟君）上下水道部長。 

○上下水道部長（山口孝次君）お答えいたし

ます。水道法の改正案では、都道府県は水道

事業者間の広域な連携を推進するよう努めな

ければならないと、その責務を明確にしてお

ります。和歌山県では県内、圏域毎五つに分

けて、本市が入る紀北圏域においても水道事

業懇談会として、広域化についての議論を行

っているところでございます。広域化の形態

としては、施設の共同化、管理の一体化、事

業統合、経営の一体化などの段階があります

が、今後の方向性が示されていくであろう和

歌山県水道ビジョンについては、現在、県に

おいて策定をしているところでございます。 

 以上です。 

○議長（岡 弘悟君）11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）県において策定はして

くれているけど、ほんまにその条件が橋本市

にはまるんかなというのは、私はちょっと疑

問に思っています、正直言うて。というのは

やっぱりあまりにも料金が違い過ぎるし、足

元を見られるちゃうんかな、下手にそういう

のをした場合、近隣町から見られても嫌です

し、市は市のスタンスというのが絶対大切な

ので、そのスタンスもやっぱり市としてきっ

ちりと示していっていただかないと、変に策

定されて、「いや、この通りしなさいよ」って、

そんなことはないとはないとは思うんですけ

れども、そうなっても困るので、そのあたり

は県に対しても、橋本市の意見というのはき

っちりと述べていっていただきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

 そのほかにも、その他の可能性も研究して

いるという答弁もあったんですけれども、そ

の他というのはどの部分を指すのか、ちょっ

と教えてもらっていいですか。 

○議長（岡 弘悟君）上下水道部長。 

○上下水道部長（山口孝次君）現在、紀の川

流域事業体の間においての物品の共同購入、

システムの共同利用や委託業務の共同委託な

どについて、今、検討しているところでござ

います。 

○議長（岡 弘悟君）11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）それが恐らく一番可能

性ひょっとしたら高いんかなと。とはいえ、

それができても、さほど料金の圧縮にはやっ

ぱりつながっていかないというかな、経費の

圧縮にもさほどつながっていかないので、や

はり水という資産をどのように現金化してい

くというのは考えていってくれているし、こ

れからも考えていってくれるのはわかってお

るんですけれども、そこについてやはりこれ

というのは、オール橋本で取り組まなければ

ならない。水道には水道の立場、企業誘致に

は企業誘致の立場で思惑っていっぱいあると

思います。 

 ただ、やはり私が思うのは、ここというの

はやっぱり政策で、音頭とりというんかな、

そこをきっちりともっとつないでもらって、

要は、今ある条件の中やったらこんなんも可

能性あるよねとか、下水道のつなぎ込み、下

水がうちは高いのもあるんで、その辺がいけ

るかどうかは別として、やはりどないかした

ら売っていけやんかというような音頭とりの

部分というんですかね、そのあたりを私はや

っぱり政策が主となってやっていただきたい

というふうには考えておるんです。 
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 過去にも固定資産税の報償金戻し入れとい

うのもやっておりますけれども、一定の方向

性を何とか示して、もしかしたら売れるかも

しれない、売れるかもしれない水の、こうい

う条件なら売れるんちゃうかという部分で、

水道と企業誘致をつなぐであったりという音

頭とりをしていただきたいと思うんですけれ

ども、そのあたりは、政策として何か考えて

られることはありますでしょうか。 

○議長（岡 弘悟君）総合政策部長。 

○総合政策部長（上田力也君）具体的に考え

ていることというのは、今のところございま

せん。ただ、私どもとしてこれからのまちづ

くりというのを考えた場合には、やはり毎年、

大体650人から700人ぐらいの人口が減ってい

く。2060年には３万4,000人ということ、今の

半分近く、６割ぐらいになってしまう。とい

うことは、当然、水の需要というのもどんど

ん下がっていく。施設はダウンサイジングし

ていくんですけども、ただ、今持っている水

利権をはじめ、有効利用という面については、

非常にこれは難しいというふうにも思ってい

ますし、今、企業誘致と水道の間のお話なん

ですけども、当然そこには下水道というとこ

ろも入ってきますので、今、直ちにというこ

とはなかなか難しいんですけども、今後とも

政策的にもその部分というのは、有効利用と

いう面については注力、注視していかなけれ

ばならないというふうに考えてはおります。 

○議長（岡 弘悟君）11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）でも、近い将来に値上

げという問題もあるし、ほんまに今、さっき

から言うていますけども、この水が仮に全部

売れたとしても、値段が下がる下がらないと

いうところまでいくかいかないかはわからな

いんですけれども、ただ売る材料を今はまだ

持っている。その中で、オール橋本で考えた

場合は、今、私は工業用水どうやという提案

をさせてもらっていますけれども、水という

資産を現金化するためには、やはり市全体と

して取り組んでいかないと、ただ将来値上げ

の可能性があります。でも、水は残っている。

でも、今は先ほど上下水道部長から何とかル

ールづくりについては方向性を見出していこ

うという答えはいただいておりますけれども、

ただ、もっと今ある資産を現金にかえて、何

とか市民サービスに生かせれへんかというの

は、市全体で取り組むべき問題だと私は思っ

ておるんです。 

 ですから、そのあたりをやはり政策として

も、こんな方向性はないか、こんな方向性を

１回水道考えてよというのも出してほしいん

ですけども、これ、どうですかね。やっぱり

上田部長のところでこれはばんと言ってもら

ったほうが、もしかしたら、原課も動きやす

いかもしれないんですけれども、そのあたり

を改めて考えていただけないですか。方向性

を見出してもらったら、もしかしたら、売れ

るかもしれない。少なくとも売るルールはつ

くろうというその部分だけなんですけれども。

もしかしたら、それ以外に実はこんなんも考

えているんやってあるのかもしれないんです

けれども、そのあたりのもあれば、もう一度

お聞かせいただきたいです。 

○議長（岡 弘悟君）総合政策部長。 

○総合政策部長（上田力也君）まず、基本的

には、水道事業ということの中で有効利用に

関する申し出、どういうふうにまち全体でこ

れを活用していくかという、そういうことを

要請いただければ、そういった形の中でいろ

いろ会議を持つということはできるとは思う

んですけども、なかなか節水型の社会の中で、

今、思い当たるところは抜本的なそういう解

決策というのはなかなか難しいというふうに

は思うんですけども、申しましたとおり、そ

ういう申し出があれば、それは庁内で検討し
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ていくことはできるんかなというふうに思っ

ております。 

○議長（岡 弘悟君）11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）というか、やっぱりそ

こはやってほしいなという。音頭をとって、

こういう方向を考えられへんかというのは、

そこは上田部長しかできやんのかなというふ

うに私は思っております。今、担当課から申

し入れがあればというお答えだったので、も

う一回聞いても変わらんと思うんですけれど

も、そこはもう一回考えてもらって、今ある

水の資産、これを現金にかえて、何らかの形

で住民サービスに生かしていく方法を考えて

いっていただきたい。 

 水、余っているのは余っています。料金が

上がるというのも近い将来見えています。で

も、今の状態やったら、水は余っとる、料金

が上がる。でも、この水はどこに行くんやろ

うという状態なんです。すごいこの水が宙ぶ

らりんな状況にあって、いえば、私は企業誘

致のほうで成功して考えていますけども、企

業が来る来えへんではなくて、来たときにす

ぐ対応できる。橋本市の水に関する条件は、

工水なんか給水条例の改正なのかはわかりま

せんけれども、この条件なんですよ、どうで

すかって。それでもしほんまに来てくれたら、

少しでも水を売却できたら、それがお金にか

わるんであれば、どこかに生かせるかもしれ

ないじゃないですか、橋本市全体の。 

 そういう思いでこの質問をしていますので、

答弁はもう変わらないと思うんですけれども、

本当にオール橋本で考えていただいて、下水

とかが高いというのもあるんですけれども、

もし仮に下水がつながったら、ひょっとした

らラッキーかもしれない。そこまで全部トー

タルしてならして、土地の値段の安さとかも

合わたら、先ほど見せた画像でも、近隣他市

でも83円/㎥というのがありますけれども、も

しかしたら、太刀打ちできる金額になるかも

しれないというふうに思っていますので、そ

こだけは今後も早い段階で、これは水道にも

お願いしときますけれども、水道からもきっ

ちりと政策のほうに上げていただきたい。企

業誘致からもうちはこんなんが欲しいんやと

いう情報も上げていただいて、その中で政策

のほうで音頭とりをしていただきたい。何と

か現金にかえる努力をしていただきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 １個目を終わります。 

○議長（岡 弘悟君）次に、質問項目２、滞

納整理に対する答弁を求めます。 

 総務部長。 

〔総務部長（小原秀紀君）登壇〕 

○総務部長（小原秀紀君）滞納整理について

お答えします。 

 まず、一点目の廃室までに担当課へどのよ

うな指導を行うかについてですが、債権の適

正な管理を進めるため、各債権所管課から債

権調査票の提出を受け、未収債権の状況や債

権回収の取り組み等についてヒアリングを行

い、適正な債権事務の執行、適正な時効管理、

法的措置の検討等に関する指導・助言等を実

施していますので、今後においても、債権に

関する相談時や移管協議に必要な手続き等に

ついて指導してまいります。 

 また、担当課で十分こなせる内容なのかと

いうご質問については、担当課でしなければ

ならない手続き等に関する指導・助言である

ので、こなしていただかなければならないと

考えています。 

 次に、三点目の一定要件を具体的にという

ことですが、納税課への移管債権に係る一定

要件とは、保育所運営費保護者負担金や下水

道使用料などの強制徴収公債権のうち担当課

で地方自治法第231条の３第１項に基づく督

促をし、一定の回収努力をした回収困難案件
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となります。 

 移管については、納税課と担当課が協議の

上で移管するものとし、納税課において財産

調査、差し押さえ等の滞納処分を実施する予

定です。 

 次に、四点目の遅延損害金を徴収するため

のルールづくりと改正民法の整合性について

ですが、遅延損害金徴収の本市のルールとし

て、利率、端数処理、免除等の規定等を設け

ることとし、利率については、契約において

約定がなければ法定利率によるものとした債

権管理条例案を次の３月議会に提出する予定

です。 

 なお、平成31年４月１日から平成32年３月

末までの１年間を周知準備期間とし、改正民

法施行日の平成32年４月１日以降に遅延損害

金の徴収を進めていきます。 

○議長（岡 弘悟君）教育部長。 

〔教育部長（曽和信介君）登壇〕 

○教育部長（曽和信介君）学校給食料金の滞

納整理について、新センターでどのように対

応しているのかについてお答えします。 

 新センターは、平成30年９月３日より稼働

しており、人員体制はセンター長１名、セン

ター長補佐１名、事務職員３名、栄養士２名

の計７名で業務を行っており、滞納整理につ

いての対応手順は旧センターのときと基本的

には変わっていません。 

 ただ、２施設で行っていた事務を新センタ

ーで一括して行うことにより、業務の効率化

が図れていると考えています。 

○議長（岡 弘悟君）11番 田中君、再質問

ありますか。 

 11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）答弁ありがとうござい

ます。ちょっと先に順番違うんです、給食の

ほうでさせていただきたいんですけれども、

今の人数やったらいけるよという話でした。

特に来年４月からシステムも全部移行されま

すよね、給食センターに。その中で、今の人

数やったら何とかなるんちゃうかというよう

な答弁やったと思うんですけれども、ただ、

もちろん来年の人事とかも一切わからない中

で、じゃあ、これもし減ったらどうなるんや

ろう、減ったらできやんのかなとも私は受け

取れたんですよ。 

 となった場合に、やはり教育委員会部局か

ら、きっちりと人員配置のほうの要望、要求

も出していただかないと、またこれ、人数足

らんなった。特に給食なので、まず一番の条

件は、子どもたちに安心の給食を届けるとい

うのが一番の条件になってきますので、その

あたりの人員の配置要求をきっちりとやって

いただかないと、また、もちろん優先順位は

給食やけども、こっちの徴収のほうが遅れて

いけば、気づけば不納欠損処理しなければな

らないという可能性もありますので、そのあ

たりはどのようにお考えですか。きっちり伝

えてほしいんですけども。 

○議長（岡 弘悟君）教育部長。 

○教育部長（曽和信介君）ただ今のおただし

にお答えをいたします。議員おっしゃるとお

り、給食センターの第一の業務につきまして

は、安全安心な給食を提供することが第一で

ございます。給食費の徴収につきましては、

昨年、教育委員会内部でいろんな機構の見直

し等を行いました。事務の改善等も行うとい

うことで、平成30年４月１日からちょっと機

構の改革等も行ってございます。 

 そんな中で、給食センターについても、新

給食センターについて事務の見直し等を行い、

31年度からは給食センターで現体制で行って

いくというようなことになってございますけ

ども、そういう人員の配置、それから業務の

内容も勘案して、しっかりと対応できるよう

な人員体制にしてまいりたいと思います。 
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 以上です。 

○議長（岡 弘悟君）11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）よろしくお願いいたし

ます。やっぱり給食って、ほんまに安心安全

に食べていただくのが一番大事ですし、まず

そっちが優先。でも、もちろん受益者負担、

お金が発生するのでお金も取らなあかんとい

うところはありますので、そこだけはほんま

によろしくお願いいたします。私、個人的に

は教育委員会でやったらええんちゃうとずっ

と思っとるほうなんで、センターじゃなくて。

センターはセンターの仕事というのも思って

いるほうなんですけどね。そこは市のこと、

教育委員会のことなので、できるような体制

をつくってください。 

 債権の回収、今までも何回やったんやろう

というぐらいやらせてもらっているんですけ

れども、今もきっちり各課には債権を持つ所

管課というんですかね、そちらには指導のほ

うをやっていただいておるのはわかっており

ます。ただ、やはりもしかしたら、債権を持

つ所管課、担当課は、今、債権回収室がある

ことに安心感を変に持ってしまって、逆に動

けていない。動けていないこともない。すご

いやってくれているところもあるし、あんま

り動けていないなと思うところもあるんです

けれども、その助言、今まで室ができてもう

すぐ３年になる中で、助言、指導をしている

中で、課題そのものというのは何か出てきま

したでしょうか。いかがですか。 

○議長（岡 弘悟君）総務部長。 

○総務部長（小原秀紀君）課題につきまして

は、どうしても通常業務に追われて、そうい

った債権回収の取り組みが遅れてしまうとい

うふうなことがあるかと思います。それと、

債権によりましては少額分納ということで、

債権管理の長期化でありますとか、人事異動

等によってそういったノウハウが十分に引き

継がれていないようなこともあります。 

 それと、特に、健康福祉部関係の債権では、

日頃、相談業務等に乗っていて、どうしても

債務者との関係が密になるといいますか、ど

うしてもそういう情的な部分があって、そう

いう滞納処分とかに踏み切れない、そういう

部分もあるかというふうに思います。 

○議長（岡 弘悟君）11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）とはいえ、室がなくな

ってしまったらやっぱり担当課でしなければ

ならない、所管課で日々の業務に追われてい

るのもほんまにわかります。ただ、そうやけ

れどもその中でやっていかんと、これは仕事

ですから仕方がない。仕方がないっておかし

いですね。仕事やからせなあかんことなんで

すね。 

 ちょっと１回また画像をお願いしてよろし

いですか。 

 これは長崎県の松浦市というところの私債

権の回収のフロー図なんですけれども、ちょ

っと見にくいかもしれないんですけども、こ

の順番をずっと書いていっています。その中

には適用する条例であったり、先方の市の回

収条例のここに当てはまる等々の流れが入っ

ています。これってすごい橋本市として参考

になる部分、橋本市としてまねはできない部

分があるんですけれども、わかりやすいのは

すごいわかりやすいんです。こういった場合

は時効の中断が発生しますであったり、そこ

から先の裁判所への手続き関係であったり、

橋本市もこのフローチャート図はあるんです

けれども、ここまで詳しくなかったというふ

うに私は見て思っています。これは長崎県の

松浦市の資料なんですけれども、ということ

で、一度、今、室があるうちに、このような

フローをつくれへんかなというふうに、今の

にもうちょっと手を加えたらできるん違うか

なというふうに考えておるんですけれども、
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いかがですか。 

○議長（岡 弘悟君）総務部長。 

○総務部長（小原秀紀君）そのチャートにつ

きましては、私も以前に打ち出して非常にわ

かりやすかったので、参考にさせていただい

たことがあります。それで、当市においても

債権管理マニュアルのほうで、チャート図で

ありますとか、それの説明も添えてあるんで

すけれども、どうしても複数ページにわたっ

てわかりにくいというふうなこともあります

ので、今、資料としてご指摘いただいた分に

ついてわかりやすいということですので、そ

ういったことも考えていきたいというふうに

考えております。 

○議長（岡 弘悟君）11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）よろしくお願いいたし

ます。 

 続いて、私債権のほうを少しお話しさせて

いただきたいんですけれども、私債権で支払

督促やって債務名義取得できれば、強制権が

発生します。この場合の取り扱いなんですけ

れども、たしか税務課ですか、納税課かな、

に、強制徴収公債権の分の一部は移るという

ふうに聞いておるんですけども、同じように

強制権を持つ私債権、裁判所のおりた後とい

うんですかね、そのあたりは、これはどのよ

うな取り扱いになりますでしょうか。 

○議長（岡 弘悟君）総務部長。 

○総務部長（小原秀紀君）基本的に強制の公

債権につきましては納税課のほうで取り扱い

まして、それ以外の部分については新しい部

署で、今、債権回収対策室がやっている同じ

業務を引き継ぐことになりますので、債務名

義を取得した後の強制執行については、そち

らのほうの部署で取り扱うことになるかとい

うふうに考えております。 

○議長（岡 弘悟君）11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）そうなった場合に一番

気になるのは、私債権の支払督促で債務名義

を取得した後の強制権を持つ債権と並行して、

片やこちらには強制権を持つ債権があります。

これがもし時期が同じだった場合、一つの債

権の取り合いが始まるんですよ。もしかした

ら、時効とかを考えた場合に、ほんまは先、

こっちせんなん。税が優先される中で、その

次にどこを優先するんやろうかという、今の

市の考えやったら、一本化させれへんという

ことなので、こっちはこっちの仕事、こっち

はこっちの仕事をした場合に、一つの債権の

取り合いが発生する可能性がありますが、そ

のあたりはどのようにお考えでしょうか。 

○議長（岡 弘悟君）総務部長。 

○総務部長（小原秀紀君）強制公債権の場合、

そういう情報の共有というのは法的根拠があ

りませんので、私債権等非強制の部分では情

報の共有ができないというふうなことで本市

は認識しております。そういうことですので、

基本的に非強制と私債権の間で同意書を取得

した場合に情報を共有して、できるだけ統一

して、そういった強制執行ができるような形

では取り組んでいきたいとは思うんですけれ

ども、強制の公債権との情報共有、共同して

のそういう執行というのは難しいというふう

には考えております。 

○議長（岡 弘悟君）11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）橋本市では一本化は難

しい、情報の共有は難しいと考えておる。半

面、債権に取り組んでいるいろんなまちでは、

もう一本化したほうがええやろう。例えば、

先ほど映像を出した松浦市なんかは、あそこ

は税務課かな、が機構をつくっておるんです

ね、市の中で。そこへ一本化して情報共有し

て、やり方はいろいろあると思います。ただ、

橋本市の場合は、それはしないという方向に

なっていると聞いていますので、そこをどう

こう言うつもりはないんですけども、ただ、
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とりっぱぐれの可能性が将来出てくる。ここ

だけは押さえておいてほしいんです。 

 だから、両方とも一生懸命仕事した結果、

どっちかがあかん可能性もあるということだ

けは理解していただいて、今後、そこを今言

うても始まらないんで、できるような体制づ

くりを考えていただきたいというふうに考え

ますのでお願いいたします。 

 それと、もう一つ、これも担当課レベルで

どうなるんだろうと疑問に思うところが、支

払督促に対して異議申し立てが発生した場合、

これは裁判所に行かなあかんなるんですけれ

ども、そうなった場合にほんまに今の現有の

担当課、所管課さんのほうで、現有戦力で対

応できるんかなという不安もあるんですけれ

ども、そこまではやはり来年４月以降は考え

とかなあかんというふうに考えるんですが、

そのあたりはどのようにお考えですか。 

○議長（岡 弘悟君）総務部長。 

○総務部長（小原秀紀君）異議申し立てがあ

った場合の対応ですけれども、それにつきま

しては、今後新しい部署、先ほど言いました

ように納税課以外の新しい部署で非強制と私

債権のほうを取り扱いますので、そちらのほ

うで基本的に対応していくことになるかと思

います。それで、必要によっては顧問弁護士

等の協力も得ながら、そちらのほうで対応し

ていくことになるかと思いますけれども、や

はり将来的には債権の所管課のほうで取り扱

っていけるような形で今後進められたらなと

いうふうには思っております。 

○議長（岡 弘悟君）11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）先ほどのフローチャー

トも出しましたけれども、そういったものが

わかりやすくできれば、これはせなあかんこ

となんで、それこそ、例えば、今までの債権、

過去の分に考えたら、ほんまに怠る事実にな

ってしまっている。下手にこれに住民監査請

求が入ったら市長の責任を問われかねないこ

とも過去にはありました、いろいろ資料を調

べた結果。ですから、そういうことは絶対な

いようにだけしていかないと、ほんまにそっ

ちで労力を使うどころのことじゃないですし、

これは過去からもずっと言って、今ようやく

契約なんかでも、ようやく室ができてからき

っちりとした形での個人との契約というのが

でき始めましたので、今後は書類関係に不備

があるというのがなくなってきたはずですの

で、ここについてはほんまにきっちりと新し

い係というんかな、そこで指導を、今もそう

ですし、これからも指導をきっちりしていた

だいて、やはり債権所管課で動ける体制づく

りをお願いいたします。 

 それと、もう一個聞きたいのが、遅延損害

金については来年の３月議会にということで、

１年間の周知期間を経た後に、民法改正に合

わせてということでした。ちょっと延滞金の

徴収のほうについてお伺いしたいんですけれ

ども、延滞金の徴収は、いつからこれは始め

られるんでしょうか。 

○議長（岡 弘悟君）総務部長。 

○総務部長（小原秀紀君）延滞金につきまし

ては、来年４月からの徴収ということで考え

ております。 

○議長（岡 弘悟君）11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）やはりこの問題につい

ては、あくまで悪質な滞納者がまず中心です。

どうしても払いたくても払えない方、さまざ

まな条件があると思うんですけれども、払え

るのに払えない方はやはり公平性の観点、大

多数の人がきっちりと払ってくれている。こ

れは給食費もそう、水道料金もそう、市営住

宅とかもそうなんですけれども、そのあたり

はやっぱり悪質な方が中心になりますし、延

滞金については、強制権のある分については

これからきっちりやっていくよと。ようやく
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税外債権の条例が生きてくるのかな、ようや

くここに来てやっと動けるのかなというふう

に思いますので、よろしくお願いいたします。 

 遅延損害金のほうなんですけれども、１年

間の周知期間があるからこそ１年延びたんか

なというふうには思うんですけども、私の中

では、前聞いたとき、来年の４月、31年４月

を目標にというふうに聞いておったので、も

しかしたら今ぐらいに条例が出てきて周知期

間を経た後に、来年の４月なんかなというふ

うに思っておったんですけれども、そこは何

か理由とかってありますでしょうか。延びた

理由というんかな。 

○議長（岡 弘悟君）総務部長。 

○総務部長（小原秀紀君）遅延損害金につき

ましても来年の４月からというふうなことで

目標にしておったんですけども、遅延損害金

自体が今まで徴収しているのが訴訟等でとい

うことでなっておりますので、十分そういっ

た市民の方に遅延損害金が発生するというふ

うな周知ができておりません。それで、そう

いった周知期間でありますとか、それと、あ

とルール関係ですね。利率でありますとか、

免除の関係ですとか、端数処理、計算の仕方

について関係課と協議を進めてきたんですけ

れども、それに時間を要したということで、

そういったことで民法の改正、法定利率の改

定も行われますので、それに合わせて32年の

４月１日からということで、今、目標設定を

しております。 

○議長（岡 弘悟君）11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）確かに、特にその切り

捨ての部分ですよね。難しいのが、恐らくそ

う思います。ただ、やろうと思えば、民法の

中でも十分できるんちゃうんかなというのも、

私はそない考えています。で、新たなルール

をつくらなくてもできるしというふうに考え

ておりますので、ただ、やると決めた以上は、

市全体できっちりとやっていただきたい。そ

こだけはお願いしておきます。うちの部署は

できませんとかという話はなしにしてほしい。 

 確かに、部署部署でしんどいことはいっぱ

いあると思うんですよ。ただ、やはりこれは

公平性を担保するためにすることであって、

悪質な滞納者を減らす。市としても遅延損害

金、延滞金も取っていく中で、その結果、現

年度の徴収率が上がれば、将来を見た場合に、

もしかしたら原課の仕事が減るかもしれない

ということもありますので、ここは市全体で

統一した中でやっていただかないと、うちは

する、うちはせえへんという議論もあると聞

いているんですけれども、そこだけはないよ

うにしていただきたいと思いますので、ルー

ルができた後も１年ありますので、周知と並

行して庁内での一本化もよろしくお願いいた

します。 

 もう一個、これは私の勝手な思いなんです

けども、最初、教育部長のところで、センタ

ーも人員の加減で今の人数やったらいけるけ

どというのもあったんですけれども、橋本市

再雇用、再任用の職員も毎年いらっしゃいま

す。もちろん課、課に行くところもあるかと

思うんですけれども、これはもしかしたら、

一気に室はなくなりますけれども、そういっ

た再任用の職員たちはやっぱり経験も長いの

で、その中でこの債権の取り扱いのチームを

つくったらおもしろいんちゃうんかな。 

 先ほど答弁をいただいた中で、やっぱり保

育所、保育関係で相談を受けたら、どうして

も気持ち的な部分がわかってしまうので取り

に行きづらい。これは人間やから当たり前な

んですよ。でも、やっぱり公平性を考えたら、

それは取らなければならないとなった場合に、

そういうチームをつくったら、もしかしたら

２年ぐらいで一気に終わってしまうんちゃう

んかな。ある程度の債権のめどがつくと思う
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んですけども、そういうふうなことって考え

られないですかね。いかがですか。 

○議長（岡 弘悟君）総合政策部長。 

○総合政策部長（上田力也君）考えられない

わけではないんですけども、今、財政の再建

中ということで、経費削減の目標の中で物件

費の削減というのを掲げています。その中に

おいて臨時嘱託職員を抑えていくというふう

な形で、再任用職員というのはもちろん経験

を持ったベテランさんが集まって希望に応じ

て再雇用しているわけなんですけれども、そ

の再雇用職員が増えてくる分、若い職員を中

心として雇いどめを行っているというような

ことの中で、なかなかマンパワーの余裕とい

うのが見出せないというそういう状況にはあ

るんですけども、そういったことも他方で、

庁内の中でも言われている部分もありますの

で、それについては今後、研究はしていける

んかなというふうには思っております。 

○議長（岡 弘悟君）11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）やはり経験豊富な方の

力というのはさまざまなところで生かせるの

はわかっておるんですけれども、やはりそう

いったところでも生かして、債権もある一定

回収できれば、市にとってはプラスになりま

す。再雇用、再任用については、原則とはい

え必ず雇っていっている中で、そういったこ

とも並行して考えていって、担当課は担当課

の仕事、債権も担当課の仕事、でも、ヘルプ

の入れるところというのは、これはベテラン

の方というのはさまざまな知恵、経験があり

ますので、そういったヘルプの部分でもやっ

ていけたら、もしかしたら少しずつでも債権

が減ってきて、現年度の徴収が上がるんじゃ

ないのか。その結果、担当課の仕事も減る、

少しずつ減っていくということも考えられま

すので、ここは継続して考えていっていただ

きたいと思います。 

 終わります。 

○議長（岡 弘悟君）11番 田中君の質問は

終わりました。 

 この際、10時45分まで休憩いたします。 

（午前10時30分 休憩） 

      

        

 


